
（20）（21）

■
２
月
の
水
の
使
用
量
／
総
配
水
量
52
万
２
２
６
７
㎥
（
前
月
の
総
配
水
量
54
万
６
１
８
６
㎥
）

▼
白
岡
市

◎
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
白
岡

　

花
や
緑
で
彩
ら
れ
た
個
人
の
庭
園
を
一
般

開
放
し
ま
す
。
街
の
景
観
を
美
化
す
る
だ
け

で
な
く
、
個
性
豊
か
な
庭
園
を
通
じ
て
人
と

人
と
の
交
流
が
生
ま
れ
ま
す
。

と
き　

４
月
25
日（
土
）、
26
日（
日
）、
５
月
16

　

日（
土
）、
17
日（
日
）午
前
10
時
～
午
後
４
時

と
こ
ろ　

市
内
個
人
宅
の
庭
園
20
園
程
度

問
合
せ　

白
岡
市
観
光
協
会
☎（
92
）８
１

　

５
１

▼
宮
代
町

◎
ほ
っ
つ
け
稲
作
体
験（
田
植
え
体
験
）

　

江
戸
時
代
の
水
田
開
発
を
今
に
伝
え
る
新

し
い
村
で
、
こ
の
時
期
に
し
か
出
来
な
い
田

植
え
体
験
で
す
！
（
要
申
込
み
）

と
き　

６
月
６
日（
土
）、
７
日（
日
）午
前
９

　

時
30
分
～
11
時
30
分
、
午
後
１
時
～
３
時

と
こ
ろ　

新
し
い
村

申
込
み
・
問
合
せ　

宮
代
町
新
し
い
村
☎（
48
）

　

６
５
６
０

▼
杉
戸
町

◎
第
17
回
杉
戸
ア
ー
ス
デ
ー

と
き　

６
月
27
日（
土
）・
28
日（
日
）の
午
後

　

１
時
30
分
～
４
時

と
こ
ろ　

カ
ル
ス
タ
す
ぎ
と

内
容　

環
境
団
体
に
よ
る
パ
ネ
ル
展
示
、
体

　

験
・
実
演
コ
ー
ナ
ー
、
小
学
生
環
境
ポ
ス

　

タ
ー
展
覧
会
な
ど

問
合
せ　

杉
戸
町
環
境
課
☎（
38
）０
４
０
１

▼
久
喜
市

◎
鷲
宮
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
祭
り

と
き　

５
月
10
日（
日
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ　

鷲
宮
総
合
支
所
庁
舎
駐
車
場
、
コ

　

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広
場

内
容　

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

　

ト
、
食
べ
物
味
自
慢
、
ゲ
ス
ト
ス
テ
ー
ジ
、

　

ミ
ニ
Ｓ
Ｌ
な
ど

問
合
せ　

久
喜
市
鷲
宮
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　

祭
り
実
行
委
員
会
事
務
局（
総
務
管
理
課
地

　

域
振
興
係
内
）☎（
58
）１
１
１
１

▼
蓮
田
市

◎
緑
の
ト
ラ
ス
ト
黒
浜
沼
周
辺（
11
号
地
）の

　

つ
ど
い

と
き　

①
５
月
23
日（
土
）午
前
10
時
～
午
後

　

３
時
、
②
24
日（
日
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

と
こ
ろ　

蓮
田
市
環
境
学
習
館
、
緑
の
ト
ラ

　

ス
ト
保
全
第
11
号
地

内
容　

①
講
演
会
、
野
草
観
察
、
野
鳥
観
察

　

な
ど
、②
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
、ザ
リ
ガ
ニ
釣
り
、

　

も
の
づ
く
り
な
ど

問
合
せ　

蓮
田
市
環
境
学
習
館
☎
０
４
８

　
（
７
６
４
）１
８
５
０

【35 ページ】テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫の処分方法
④市内家電小売店組合「オリハラ電化株式会社」は、閉店となりましたので
　ご利用できません。
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特

別

障

害

者

手

当
・

障

害

児

福

祉

手

当

　

重
度
の
障
が
い
を
有
し
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
時
特
別
の
介
護
を
要
す
る
人
を
対
象

に
し
た
手
当
で
す
。
障
害
者
手
帳
の
所
持
で

支
給
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
所
得
や
医
師

の
診
断
書
に
基
づ
き
支
給
判
定
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
４
月
か
ら
手
当
の
支
給
額
が
改
定

さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

特
別
障
害
者
手
当
（
月
額
）

　
改
定
前　
　

２
万
７
２
０
０
円

　

改
定
後　
　

２
万
７
３
５
０
円

障
害
児
福
祉
手
当
（
月
額
）

　
改
定
前　
　

１
万
４
７
９
０
円

　

改
定
後　
　

１
万
４
８
８
０
円

経
過
的
福
祉
手
当
（
月
額
）

　
改
定
前　
　

１
万
４
７
９
０
円

　

改
定
後　
　

１
万
４
８
８
０
円

※
手
当
の
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）
８
４
３
５
・

　
（
43
）
５
６
０
０

児

童

扶

養

手

当
・

特

別

児

童

扶

養

手

当

　

令
和
元
年
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
対
前

年
比
＋
０
・
５
％
）
が
公
表
さ
れ
、
令
和
２
年

度
の
児
童
扶
養
手
当
お
よ
び
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
手
当
額
が
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

▼
児
童
扶
養
手
当
（
月
額
）

児
童
１
人
の
場
合

　
改
定
前

　
　

４
万
２
９
１
０
円
～
１
万
０
１
２
０
円

　

改
定
後

　
　

４
万
３
１
６
０
円
～
１
万
０
１
８
０
円

第
２
子
加
算

　
改
定
前　

１
万
０
１
４
０
円
～
５
０
７
０
円

　

改
定
後　

１
万
０
１
９
０
円
～
５
１
０
０
円

第
３
子
加
算

　
改
定
前　

６
０
８
０
円
～
３
０
４
０
円

　

改
定
後　

６
１
１
０
円
～
３
０
６
０
円

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
（
月
額
）

１
級
の
場
合

　
改
定
前　

５
万
２
２
０
０
円

　

改
定
後　

５
万
２
５
０
０
円

２
級
の
場
合

　
改
定
前　

３
万
４
７
７
０
円

　

改
定
後　

３
万
４
９
７
０
円

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）８
４
５
４
・

　
（
42
）
２
１
３
０

新
し
い
橋
の
名
前
は
「
令
和
橋
」

▼
開
通
は
令
和
３
年
３
月
を
予
定

　

中
川
に
架
か
る
県
道
幸
手
境
線
バ
イ
パ
ス

（
幸
手
市
と
五
霞
町
を
結
ぶ
幹
線
道
路
と
し

て
県
が
整
備
中
）
の
新
し
い
橋
の
名
前
に
つ

い
て
は
、
多
く
の
ご
応
募
を
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
合
せ　

都
市
計
画
課　

内
線
５
６
３

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
「
個
人
番
号

の
確
認
」
や
「
本
人
確
認
の
際
の
公
的
な
身
分

証
明
書
」
と
し
て
利
用
で
き
る
ほ
か
、
コ
ン

ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
（
住
民
票
や
印
鑑
登
録

証
明
な
ど
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
便
利

な
カ
ー
ド
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
は
、
平
成

27
年
に
郵
送
し
て
あ
る
「
個
人
番
号
カ
ー
ド

交
付
申
請
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

顔
写
真
を
添
付
し
、
返
信
用
封
筒
に
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
も
申
請
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

市
民
課　

内
線
１
２
３
、１
２
４
・

　
（
43
）６
４
７
３

65
　

歳
以
上
の
人
の
お
宅
を
訪
問

　

介
護
福
祉
課
職
員
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
職
員
が
、
65
歳
以
上
の
独
居
や
高
齢
者

の
み
世
帯
な
ど
を
訪
問
し
、
健
康
や
生
活
上

の
困
り
ご
と
は
な
い
か
伺
っ
て
い
ま
す
。

　

訪
問
の
際
は
、
身
分
証
を
携
帯
し
て
お
り

ま
す
の
で
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
８
・

　
（
43
）５
６
０
０

ウ
ェ
ル
ス
幸
手
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
の

団

体

向

け

開

放

と
き　

月
曜
・
火
曜
・
木
曜
日
の
午
前
９
時
～

　

午
後
４
時
50
分（
祝
日
や
市
の
事
業
で
使

　

用
す
る
日
を
除
く
）

対
象　

高
齢
者
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
に
定

　

期
的
に
活
動
し
て
い
る
団
体（
要
事
前
登
録
）

※
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
８
・

　
（
43
）５
６
０
０

適
正
な
浄
化
槽
の
維
持
管
理

▼
「
清
掃
」
・
「
保
守
点
検
」・「
法
定
検
査
」

　

管
理
を
怠
る
と
、
悪
臭
な
ど
に
よ
り
近
隣

に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
浄
化
槽
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
た

め
に
、
適
正
な
維
持
管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
費
の
一
部
補
助

　

市
で
は
、
生
活
排
水
に
よ
る
公
共
用
水
域

の
水
質
汚
濁
を
防
止
す
る
た
め
、
単
独
処
理

浄
化
槽
や
く
み
取
り
便
槽
か
ら
合
併
処
理
浄

化
槽
へ
転
換
す
る
場
合
、
設
置
費
の
一
部
を

補
助
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
条
件
に
よ
り
補

助
の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

環
境
課
☎（
48
）
０
３
３
１
・


　

（
48
）
２
２
２
６

不

動

産

無

料

相

談

室

と
き　

４
月
７
日
（
火
）、
５
月
12
日（
火
）
午

　

後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５
会
議
室

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り
ご
と
、

　

分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

※
建
築
指
導
課
（
内
線
５
７
２
）
で
も
問
合
せ

　

を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

（
公
社
）
埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業

　

協
会
埼
葛
支
部
☎（
31
）１
１
５
７

建

築

無

料

相

談

会

と
き　

４
月
７
日
（
火
）、
５
月
12
日（
火
）午

　

後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５
会
議
室

内
容　

新
築
・
増
築
・
改
築
・
リ
フ
ォ
ー
ム
・

　

耐
震
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
相
談
な
ど　

※
建
築
指
導
課（
内
線
５
７
２
）で
も
問
合
せ

　

を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
地
区
本
部
☎（
34
）

　

３
３
３
５
、
埼
玉
土
建
久
喜
幸
手
支
部
☎

　

（
59
）３
８
１
２
、（
一
社
）
埼
玉
建
築
士
会

　

杉
戸
支
部
・
幸
手
部
会
☎（
48
）０
８
７
５

行

政

書

士

無

料

相

談

会

と
き　

４
月
21
日（
火
）午
後
１
時
30
分
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
贈
与
、
金
銭
貸

　

借
な
ど
の
問
題
、
会
社
設
立
、
農
地
転
用
、

　

交
通
事
故
示
談
、
外
国
人
に
関
す
る
手
続

　

き
な
ど

問
合
せ　

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部
支
部

　

☎
０
４
８（
８
１
２
）
５
０
９
２

司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士

合

同

登

記

相

談

会

と
き　

４
月
16
日（
木
）午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

内
容　

遺
産
分
割
、
遺
言
、
相
続
、
分
筆
、

　

地
目
変
更
な
ど

定
員　

９
人（
先
着
順
）

問
合
せ　

埼
玉
司
法
書
士
会
埼
葛
支
部
☎

　

（
25
）
１
２
７
１
、
埼
玉
土
地
家
屋
調
査
士

　

会
埼
葛
支
部
☎（
31
）８
５
５
３

▼ポイ捨ては不法投棄になり『犯罪』です！

　ポイ捨ても不法投棄です！不法投棄と聞くと、空
き地や空き家などに冷蔵庫やテレビを捨てていくよ
うなイメージを持つ人がいるかもしれませんが、た
ばこの吸い殻や空き缶のポイ捨てであっても不法投
棄であることに変わりありませんし、立派な『犯罪』
です。
　ごみの大きさににかかわらず、ごみは責任をもっ
て正しく処分しましょう。

▼ポイ捨てが及ぼす悪影響！

・有害物質を含む場合、水質汚染や土壌汚染の原因になります。
・悪臭を放ち、生活環境が悪化します。
・たばこの場合、火災につながるおそれがあります。
・景観が損なわれ、さらなるポイ捨てを助長します。
※捨てた人がわからない場合、そのごみは土地所有者の責任で
　処分しなければなりません。土地所有者は草刈りをこまめに
　実施したり、柵・防犯灯・防止看板を設置するなどのポイ捨
　て対策が必要となります。

ポイ捨てとともに、大切な『心』まで捨てていませんか？ 問合せ　環境課☎ (48)0331

2 月 18 日（火）から、新しくなった東交番で業務を開始しました。

所在地　幸手市緑台 1丁目 25 番 1 号　☎（43)0650

幸手東交番が新しくなりました
問合せ　幸手警察署地域課☎（42)0110


